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研究要旨 
【目的】 
COVID-19 が第 5 類感染症とされた現在においても、救急医療機関の救急患者応需率は依然として

低い水準にとどまっており、救急医療提供体制の効率化と強靭化に向けた構造的課題の把握が求め

られている。本研究は、三次・二次救急医療機関における各段階（受け入れ決定、外来診療、入院、

転退院）での阻害因子を抽出し、救急医療体制の質的改善に資する政策提言の根拠を得ることを目的

とした。また、2024 年 4 月に施行された医師の働き方改革が救急医療体制に与える影響や、三次救

急医療機関からの転院促進に関する課題の明確化も目指した。 
【方法】 
本研究では、以下の 4つの分担研究を遂行した。 
Ⅰ. 三次救急医療機関における応需率と施設要素の関連性解析 
「令和 5 年救命救急センターの充実段階評価」のオープンデータと厚生労働省から提供された応需

率データを用いて、全国 304 施設の応需率と 42 の評価項目との関連性を分析した。単回帰分析およ

び四分位による比較を実施した。 
Ⅱ. 救急不応需の要因解析に関する研究 
大阪府の ORIONシステムに登録された 2016～2023 年の救急搬送データを用い、本来二次救急で対

応することが望ましいにも関わらず不応需となった事例に焦点を当て、搬送困難の頻度と関連因子

を分析した。 
Ⅲ. ３次、２次救急医療機関応需率と DPC データの関連性解析 
DPCハッシュアプリを改修し、救急搬送経路の特定機能と匿名化処理機能を実装した。DPC データ

と救急搬送記録との統合により、病院到着から入院・転退院に至るプロセスの可視化と構造的分析の

基盤を整備した。 
Ⅳ. 病院前救護の現状と救急搬送困難事案の因子解析 
全国消防本部のデータを用い、地域類型（大都市・地方都市・過疎地域）ごとに搬送困難の傾向を分

析。搬送件数の規模を調整しつつ、地域ごとの課題とデータ活用の限界を整理した。 
【結果】 
Ⅰでは、地方で救命救急センターや高度救命救急センターまでのアクセスが悪い地域に設置された

地域救命センターの応需率（90.3％）は救命救急センターや高度救命センターの応需率（81.6％）よ

り高く、また応需率の高い施設は、救急外来のトリアージ機能を整備し、専任の看護師又は医師が配

置されている施設が多かった（97.8％）。一方、救急専従の医師数や院内の診療体制整備の強度とは

大きな相関は見られなかった。 
Ⅱでは、搬送困難の割合が COVID-19 以降に急増し、特に 2022 年には例年の 3 倍以上となった。

曜日別では土日、時間帯別では深夜（0〜5 時台）に多く、事故種別では自損、加害、火災、水難で

高率であった。また、年齢階層別では高齢者（特に 90歳以上）の困難事案が増加していた。 
Ⅲでは、DPC ハッシュアプリ Ver.7.0 の導入により、救急搬送症例の自動抽出と構造化が可能とな

り、今後の定量的な制度評価の技術的基盤が構築された。 
Ⅳでは、曜日・時間帯・年齢・傷病分類・調整時間などが搬送困難と関連しうる要素として抽出され

たが、データの精度や記録形式には限界があった。 
【考察】 
本研究では、三次救急医療機関における応需率の向上に向けて、人的・物的体制の単純な充実ではな

く、地域における施設の機能的役割やトリアージ体制の整備が重要であることを示した。また、

COVID-19 流行期に顕著となった搬送困難の背景には、夜間医療提供体制の脆弱性や高齢者対応の

限界が存在する。DPC データと搬送記録の統合的解析を通じて、従来困難であった救急診療の実態

把握が可能となりつつあり、政策形成への応用が期待される。一方で、消防データの活用に際しては
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分類精度や欠損情報などの技術的課題も明らかとなった。 
 
【結論】 
本研究は、救急医療体制の応需率向上と搬送困難の軽減に資する要因を多面的に明らかにし、三次・

二次医療機関双方における実効性ある体制整備の方向性を示した。今後は、DPC データと消防デー

タの連携をさらに深化させることで、地域特性を反映した医療資源の最適配分と、政策的支援の科学

的根拠となるデータ創出が期待される。本研究の遂行には、悉皆性・事例単位・時間情報を備えた良

質なデータへの安定的なアクセスが不可欠であり、厚生労働省医政局地域医療計画課および消防庁

救急企画室等の継続的な協力のもと、さらなる研究を進める。 
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Ａ.研究目的 
COVID-19が第5類感染症と指定された現在で
も依然、救急医療機関における救急患者応需率
は低いままであり、救急医療体制の強靭化に向
けた論点整理が必須であると考える。 
本研究の目的は、3次救急医療機関、2次救急医
療機関のそれぞれにおいて、①救急患者の受け
入れ決定、②救急外来診療(患者搬入時から入院
等の方針が決定し救急外来を退室するまで)、③
入院診療、④転退院調整のそれぞれの段階にお
ける阻害因子を抽出し、その中から患者側・医
療機関側・地域の医療体制等の要因を明確にす
ることで、救急医療のクオリティを保つべく政
策に反映するための根拠を得ることにある。さ
らには2024年4月から開始される働き方改革の
影響が、救急医療の不応需に与える影響につい
ても詳細に検討し、救急医療を支える医療者の
ワークライフバランスと高い救急応需率の維
持の両立を図る方略を明確にする。また、救急
患者の転退院の実態をも調査し、特に3次救急
医療機関からの急性期転院を進める上での課
題の抽出および解決に向けた提言を行う。 
 
Ｂ.研究方法 
I. ３次救急医療機関応需率と救命救急センタ

ー充実段階評価項目の関連性解析 
 『令和 5 年救命救急センターの充実段階評価』

のオープンデータおよび厚生労働省医政局地

域医療計画課から提供された応需率データを

用い、全国 304 施設（地域救命センター19、救

命救急センター238、高度救命救急センター47）
の特性と応需率の関連を分析した。応需率とは、

「年間の搬送受入件数 ÷ 消防機関からの年

間受入要請件数」で定義される。 
分析では、以下の大項目に分類される 42項目

のうち、主に次の内容と応需率との関連を検討

した： 
1)救急患者の受け入れ決定に関する項目（受入

要請への対応・記録・改善） 
2)救急外来診療に関する項目（トリアージ機能、

各専門診療体制など） 
3)入院診療に関する項目（人員配置、検査・手

術体制、終末期医療等） 
4)転退院調整に関する項目（転院・転棟の調整

担当者の配置） 

 
応需率との関連性については、単回帰分析およ

び中央値・四分位による解析を行った。 
 
II. 救急不応需の要因解析に関する研究 
本研究は、2016～2023 年に大阪府で実施され

た救急搬送事例を対象としたレトロスペクテ

ィブ観察研究であり、ORION システムに記録

されたデータを用いて行った。 
研究対象の定義 
本研究では、「本来二次救急で対応することが望

ましいにも関わらず不応需となった事例」に焦

点を当て、以下のように対象を定義した： 
・二次救急医療機関が対応すべき患者：SpO₂≦

90%、ショック（SI≧1）、GCS≦8、体温≧

40℃または≦30℃のいずれかに該当する重

症患者（＝三次救急対応）を除いた救急搬送

患者。 
・搬送困難事案の定義：①現場滞在時間 30 分

以上、②医療機関決定までの電話 4回以上、

の両条件を満たす事例。 
これらの定義に基づき ORION データから対

象患者を抽出し、搬送困難事案の発生状況と関

連要因を解析した。 
 
III. ３次、２次救急医療機関応需率と DPC デ

ータの関連性解析 
 本 研 究 は 、 DPC (Diagnosis Procedure 
Combination) データと救急搬送記録を統合的

に活用し、病院到着前から入院・転退院に至る

一連の医療提供プロセスを分析することで、救

急医療の質向上と政策提言につなげることを

目的としている。 
その第一段階として、DPC データから救急搬送

患者のみを抽出・解析可能とする研究基盤の構

築に取り組んだ。 
本年度は、既存の DPC データ抽出ツール

「DPCハッシュアプリ」（開発：分担研究者・

田上隆）の改修を実施。このアプリは、医療機

関で DPC データから研究対象症例を抽出し、

個人情報を削除・ハッシュ化した上で、1 症例

1行のExcel形式で出力可能とするものであり、

匿名性を担保しつつリアルワールドデータの

安全・効率的な利活用を可能にする。 
従来は、個人情報保護やデータ抽出作業の煩

雑さが研究の障壁となっていたが、本ツールの

導入により、現場の医師でも迅速かつ安全に症

例データを収集・解析できる環境が整備され、

大規模な多施設共同研究や救急医療体制の質

的評価を支える基盤となる。 
しかし、従来のアプリケーションには「救急車

で搬送された症例のみを抽出する機能」がなく、

研究分担者 
 横堀 將司（日本医科大学大学院医学

研究科 教授） 

 織田 順  （大阪大学大学院医学系研

究科 教授） 

 田上 隆 （日本医科大学 大学院医学

研究科 准教授） 
阿南 英明（地方独立行政法人神奈川県

立病院機構 理事長） 
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研究対象の絞り込みが困難であった。そこで本

研究では、DPC データ内の入院経路情報を識別

し、スクリプトベースで柔軟な抽出条件を指定

できる新たな検索モジュールを開発・実装し、

今後の救急医療研究に資する機能強化を図っ

た。 
 

IV. 病院前救護の現状と救急搬送困難事案の因

子解析 
本研究は、救急搬送困難の発生に地域特性（都

市部・地方部）や患者条件が影響している可能

性があることを踏まえ、どのような項目を抽出

可能か、どのような方法で検討することが可能

なのかを検討することを目的とした。 
主な検討内容は以下の 4点である： 
1)総務省消防庁に対し、2015～2022 年の全国

救急搬送データの提供を申請し、搬送困難事案

に関連する項目や検討方法の適合性を確認。 
2)地域特性を比較するための、適切な地域類型

化の方法を検討。 
3)地域間で大きく異なる救急搬送件数の差をど

う扱うかを検討。 
4)2020 年以降の COVID-19 による救急搬送需

要の増加が分析に与える影響について検討。 
 
Ｃ.研究結果 
I. ３次救急医療機関応需率と救命救急センタ

ー充実段階評価項目の関連性解析 
 
1. 応需率と施設区分の関係 
全国の三次救急医療機関を「地域救命救急セ
ンター」「救命救急センター」「高度救命救急セ
ンター」に分類したところ、地域救命センター
の応需率（90.3%）が他の2区分（いずれも81.6%）
より高いことが明らかとなった。また、応需率
が高い施設ほど、地域救命救急センターの割合
が多く、高度救命救急センターの割合は少ない
傾向が見られた。なお、応需率と所轄人口には
逆相関傾向があり（r=0.358）、医師数との相関
はむしろ負で、マンパワーのみで応需率は規定
されないことが示された。 
 
2. 応需率と施設要素との関連分析 
① 救急受入決定に関する取組 
 消防からの受入要請への記録・改善活動（最
大3点評価）と応需率との明確な関連は認めら
れなかった。 
② 救急外来体制 
 - トリアージ機能が整備されている施設は
応需率が高い傾向にあった。 
 - 一方で、内因性・外因性疾患への診療体制
（循環器・消化器・脳神経／外科・整形外科な
ど）、精神科・小児科・産科の体制については、
応需率との有意な相関はみられなかった（例：
精神科 r＝−0.112、小児科 r＝0.035）。 
③ 入院診療体制 
 薬剤師、臨床工学技士、CT/MRI、手術室な

どの整備状況も、応需率と有意な関連を示さな
かった（例：CT・MRI体制 r＝−0.005、手術室
体制 r＝−0.271）。その他の項目（院内急変対応、
臓器提供体制、終末期医療、虐待対応など）も
同様に関連性は乏しい。 
④ 転退院調整 
 転院・転棟を調整する専任者の配置も、応需
率との明確な関連は確認されなかった。 
応需率の高低は、医師数や体制整備と単純に
相関せず、地域救命救急センターの比率や施設
特性に影響を受けている可能性がある。一部の
項目（例：トリアージ機能）を除き、多くの医
療体制要素は応需率と直接的な関連が乏しい
ことが示された。 
 

II. 救急不応需の要因解析に関する研究 
2016～2023年にORIONに登録された救急搬

送患者 3,829,830例のうち、データ欠損例と三

次救急対応が適切な重症例を除いた 2,260,723
例を解析対象とした。このうち、搬送困難事例

は 103,101例（4.6%）であった。 
主な結果は以下の通り： 
・年次推移：COVID-19流行開始の 2020 年以

降、搬送困難割合は増加し、2022 年には例年

の 3倍以上に達した。 
・曜日別傾向：土曜・日曜に搬送困難割合が高

かった。 
・時間帯別傾向：深夜帯（0 時～5:59）に搬送

困難が多かった。 
・事故種別：自損、加害、火災、水難事故で搬

送困難が高率。 
・年齢階層別：COVID-19以前（～2019 年）と

以後（2020 年～）で比較すると、全世代で搬

送困難が増加し、特に 90歳以上の高齢者で著

しい増加が確認された。 
 
III. ３次、２次救急医療機関応需率と DPC デ

ータの関連性解析 
 改修後のDPCハッシュアプリVer.7.0により、

救急搬送症例の自動抽出と匿名化処理が可能

となった。 
新機能の実装により、DPC データのうち、病院

前救護を経た搬送症例を効率的に選別・リスト

化することができ、今後の大規模データ解析の

ための技術的基盤が確立された。これにより、

これまで困難であった救急医療に関する定量

的分析が現実的なレベルで可能となった。 
 
IV. 病院前救護の現状と救急搬送困難事案の因

子解析 
 本研究では、次年度の研究に向けて、救急搬送

困難に影響する可能性がある項目を特定し、総

務省消防庁「救急搬送人員データ」から抽出可

能な情報と突合することで、分析対象項目を選

定した（精神疾患・周産期患者は除外）。 



 

 

 

8 

 
選定された主な分析項目： 
1. 曜日・時間帯（搬送日時とカレンダー照合） 
2. 年齢区分（小児・成人・高齢者） 
3. 重症度（重篤～軽症） 
4. 疾病分類（外傷・循環器・消化器など） 
5. 搬送調整時間（現着～現発時間） 
6. 困難事例定義（収容依頼 4回以上） 
地域類型と比較方法： 
・消防本部を人口規模と密度により 3 群に分

類：①大都市群、②地方都市群、③過疎地域群。 
・各群で搬送件数が同規模になるよう消防本

部・局を 2017 年データを基準に固定選定し、3
年間（例：2017～2019 年）の困難事例を抽出・

比較。 
時系列比較： 
・COVID-19の影響を評価するため、前期（2017
～2019 年）と後期（2020～2022 年）に分けて

分析を行う。 
 
D.考察 
I. ３次救急医療機関応需率と救命救急センタ

ー充実段階評価項目の関連性解析 
かつての画一的な整備基準（人口 100 万人に

1 か所）から、現在は地域の実情に応じた救命

救急センターの整備が求められている。しかし

ながら、コロナ禍以降、全国的に救急応需率の

低下および搬送困難事案の増加が続いており、

救急医療体制の再検討が不可避となっている。 
本研究では、応需率と救命救急センターの特

性との関連を検証したが、人的・物的資源の充

実度と応需率に明確な相関は認められなかっ

た。一方で、所轄人口が少ない施設ほど応需率

が高く、また重篤患者数に比例して応需率が上

昇する傾向が示された点は示唆に富む。 
特に、地域救命救急センターは高い応需率を

維持しており、その多くがトリアージ機能を整

備していたことから、受け入れ体制が実質的に

機能している可能性が高い。限られた人員や設

備の中で、地方における「最後の砦」として一

定の役割を果たしている実態が浮き彫りとな

った。 
対照的に都市部の救命救急センターや高度救

命救急センターでは、近隣に他施設が存在する

ことにより「応需しなくても代替がある」との

意識が根付き、応需拒否の心理的抵抗が低下し

ている可能性が否定できない。特にコロナ禍で

の満床経験が、その傾向を強めたものと推察さ

れる。 
今後は、病床に余裕がなくとも初療目的で一

時受け入れを行い、安定後に他院へ搬送する体

制を評価・奨励する仕組みの構築が求められる。

令和 6 年に施行された救急患者連携搬送料

（C004-2）のような報酬制度を活用し、初療を

担う施設にもインセンティブを与えることが

応需率改善に寄与するだろう。 
なお、本研究で用いた応需率の定義は「受け入

れ件数 ÷ 要請件数」に過ぎず、診療内容や患

者の重症度など臨床的実態を反映していない

点には留意が必要である。 
 
II. 救急不応需の要因解析に関する研究 
本研究では、2016 年から 2023 年にかけての

ORION 登録データを用い、搬送困難事案の年

次変化を分析した。その結果、COVID-19流行
以前には搬送件数が年々増加する中でも困難

割合は抑制されていたのに対し、2020 年以降は

一転して困難割合が顕著に上昇した。 
特に 2022 年には、搬送困難の割合が 2019 年

以前の 3倍以上に達しており、コロナ禍による

医療逼迫が応需体制に直接影響を及ぼしてい

たことが明らかである。また、深夜帯（0時〜5
時 59 分）では搬送件数自体は少ないにもかか

わらず、困難割合が最も高かったことから、こ

の時間帯における医療機関側の対応体制の脆

弱性が浮き彫りとなった。 
さらに、年齢階層別の分析では、若年層だけで

なく 90 歳以上の高齢者においても搬送困難割

合が顕著に増加していた。これは高齢者医療の

受け皿が逼迫していることを強く示唆する。 
感染拡大が落ち着いた 2023 年においても、搬

送困難割合は完全には回復しておらず、救急需

給の不均衡が構造的な問題として残存してい

る。今後は、2019 年以前との違いをさらに分析

し、何が失われ、何が変質したのかを明らかに

する必要がある。 
 
III. ３次、２次救急医療機関応需率と DPC デ

ータの関連性解析 
DPC ハッシュアプリ Ver.7.0 の導入により、

これまで困難であった救急搬送と医療機関側

の診療データとの突合が症例単位で可能とな

った点は、救急医療評価において画期的である。

搬送から治療、転退院までの一連のプロセスを

可視化・分析できることにより、応需率だけで

は捉えきれなかった臨床的背景や連携の実態

が明らかになると期待される。 
今後は、このアプリを活用し、全国の救急医療

機関から収集されるデータを地域・施設ごとに

分析することで、応需率の地域差や構造的課題

の可視化が進むであろう。さらに、消防庁の搬

送困難事案データとの連携により、受入困難の

具体的要因を定量的に把握することも可能と

なる。 
将来的には、搬送対応や初期診療の質と転帰

との関連を統計的に検証し、救急医療資源の最
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適配分や医療連携体制の再設計、さらには政策

提言に資する科学的エビデンスの構築につな

がると考えられる。 
 
IV. 病院前救護の現状と救急搬送困難事案の

因子解析 
本研究では、地域特性の違いが搬送困難に与

える影響を明らかにすべく、厚労省の地域医療

構想でも用いられる三分類（大都市・地方都市・

過疎地域）に基づき、消防本部の比較を試みた。 
しかし、実際のデータ分析においては複数の

制約が存在した。特に、疾病分類や重症度は診

断確定前の記載に基づいており不正確である

上、搬送困難を測定する上で鍵となる「医療機

関への連絡開始から決定までの時間」がデータ

に存在しないなど、重要な情報が欠落していた。 
また、地域における救急体制の構造や文化（ER
型か分業型か）によっても対応体制が異なるた

め、単純な比較が困難である。特に東京消防庁

や横浜市消防局など巨大本部のデータが全体

分析に与える影響は大きく、結果の解釈にバイ

アスが生じやすい。 
そのため、本研究では搬送件数の中央値を基

準に消防本部を抽出し、過度な偏りを避ける工

夫を講じたが、そもそも「受け入れ困難だった

医療機関情報」が消防庁データに存在しないと

いう本質的な限界もある。 
これらを踏まえると、搬送困難事案の抽出や

傾向分析には慎重な姿勢が求められ、データの

限界を理解した上での解釈が不可欠である。 
 

E. 結論 
本研究は、救急医療体制における応需率および

搬送困難の構造的課題を多角的に分析し、救命

救急センターのみならず、地域の医療機関全体

を含む救急医療提供体制の現状とその課題を

明らかにするものである。今年度は、現状で入

手可能なデータを用いて解析し、一定の傾向は

明かとなったものの、「適切な医療資源の配分

と実効性ある救急医療政策の策定に資する」た

めには十分とは言えない。本研究の目的遂行に

は、良質なデータ（悉皆性、事例毎、日時ベー

スなど）へのアクセスが不可欠であり、今後も

厚生労働省医政局地域医療計画課および消防

庁救急企画室等の協力を得ながら、研究の深化

を図る必要がある。 
 
F. 健康危険情報 
 該当するものはない。 
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Ａ．研究目的 

2019 年から始まった新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）の急速な拡大に伴い、救急患者の不応需

が増加した。しかし COVID-19 が収束した今でも依

然、救急医療機関における救急患者応需率は低値であ

る。消防庁の「令和 4年中の救急搬送における医療機

関の受入状況等実態調査の結果」によると、傷病者の

受入に至らなかった理由としては、「処置困難（傷病

者の症状に対処する設備、資器材がない場合や手術ス

タッフ不足、人手不足、傷病者の症状から対応ができ

ない場合）」及び「ベッド満床」が過半数を占めてお

り、救急患者の搬送から入院、転退院までの広範囲に

及んだフェーズにおいて阻害因子が存在することが考

えられる。 

本研究の目的は、特に 3次救急医療機関において

①救急患者の受け入れ決定、②救急外来診療(患者

搬入時から入院または退院の方針が決定し救急外来

を退室するまで)、③入院診療、④転退院調整のそ

れぞれの段階における阻害因子を抽出し、その中か

ら患者側・医療機関側・地域の医療体制等の要因を

明確にする。さらには救急医療を支える医療者のワ

ークライフバランスと高い救急応需率の維持の両立

を図る方略を明確にする。 

 

Ｂ．研究方法 

『令和５年救命救急センターの充実段階評価』オ

ープンデータを用い、それぞれの救命救急センター

の特性を抽出した。またそれぞれの施設応需率にお

いては、厚生労働省医政局 地域医療計画課よりデ

ータの供出をいただいた。 

なお、三次救急医療機関を担う施設として、全国の

救命救急センター304施設のデータを確認し、施設概

要と応需率の関連について精査した。なお「応需率」

とは、「当該救命救急センターで受入れに至った年間

救急搬送件数」を「消防機関から の電話による搬送
受入要請の年間件数」で除したものをいう。また、地

域救命救急センター、高度救命救急センターは救命

救急センターに含まれるが、ここでいう救命救急セ

ンターとは全救命救急センターから地域救命救急セ

ンターと高度救命救急センターを除いたものとする。 

 

【施設内訳】  

・地域救命救急センター 19施設 

・救命救急センター 238施設 

・高度救命救急センター 47施設 

研究要旨： 

2019 年から始まった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の急速な拡大に伴い、救急患者の不応需

が増加した。しかし COVID-19 が収束した今でも依然、救急医療機関における救急患者応需率は低値であ

り、救急医療体制の強靭化に向けた論点整理が必須である。消防庁の「令和 3年中の救急搬送における

医療機関の受入状況等実態調査の結果」によると、傷病者の受入に至らなかった理由としては、「処置困

難（傷病者の症状に対処する設備、資器材がない場合や手術スタッフ不足、人手不足、傷病者の症状か

ら対応ができない場合）」及び「ベッド満床」が過半数を占めており、救急患者の搬送から入院、転退院

までの広範囲に及んだフェーズにおいて阻害因子が存在することが考えられる。 

本研究の目的は、特に 3次救急医療機関において①救急患者の受け入れ決定、②救急外来診療(患者搬

入時から入院または退院の方針が決定し救急外来を退室するまで)、③入院診療、④転退院調整のそれぞ

れの段階における阻害因子を抽出し、その中から患者側・医療機関側・地域の医療体制等の要因を明確

にする。さらには救急医療を支える医療者のワークライフバランスと高い救急応需率の維持の両立を図

る方略を明確にすることである。 

厚生労働省にて調査された救命救急センター充実段階評価結果（令和５年）について、応需率と各評

価項目を突合した。これによると、地方で救命救急センターや高度救命救急センターまでのアクセスが

悪い地域に設置された地域救命救急センターの応需率（90.3％）は救命救急センターや高度救命救急セ

ンターの応需率（81.6％）より高く、また応需率の高い施設は、救急外来のトリアージ機能を整備し、

専任の看護師又は医師が配置されている施設が多かった（97.8％）。一方、救急専従の医師数や院内の診

療体制整備の強度とは大きな相関は見られなかった。まさに『最後の砦』たる、地域救命救急センター

の理念にならい、まずは救急患者を初療室で応需し、三次救急医療機関の間での情報共有と患者搬送を

行うべく体制整備を行うことで、応需率を高められる可能性がある。 
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これらは、「救急医療対策事業実施要綱」（昭和 

52 年７月６日付け医発第 692 号厚生省医務局長通

知）の整備基準に基づき、区分されたものである。 

 

これらデータを用い、以下42項目のうち下記につ

いて、応需率との関連性を調査した。 

 

①救急患者の受け入れ決定に関する項目 
l 救命救急センターに対する消防機関 からの搬

送受入要請への対応状況 の記録及び改善への

取組 

 

②救急外来診療(患者搬入時から入院または退院の

方針が決定し救急外来を退室するまで)に関する項

目 

l 救急外来のトリアージ機能 

l 内因性疾患への診療体制 

l 外因性疾患への診療体制 

l 精神科医による診療体制 

l 小児（外）科医による診療体制 
l 産（婦人）科医による診療体制 

 

③入院診療 

l 薬剤師の配置 

l 臨床工学技士の配置 

l CT・MRI検査の体制 

l 手術室の体制 

l 休日及び夜間勤務の適正化 

l 院内急変への診療体制 

l 死判定及び臓器・組織提供のため の整備等 

l 救急医療領域の人生の最終段階に おける医療

の整備 
l 救急医療領域の虐待に関する整備 

 

④転退院調整 

l 転院及び転棟の調整を行う者の配置 

 

なお、解析方法は 

応需率と各項目との関連：単回帰分析 

応需率の中央値・四分位からの解析 とした。 

 

Ｃ．研究結果 

１．施設内訳と応需率 

三次救急医療機関を、地域救命救急センター、救命
救急センター、高度救命救急センター と分割した

場合、 

応需率の平均は 

地域救命救急センター：90.3％ 

救命救急センター：81.6％ 

高度救命救急センター：81.6％ 

と、地域救命救急センターの応需率が高いことが

明らかとなった。 

また、年間応需率の中央値は86.3％であったこと

から、下記のように四分位範囲を設定した。 

 

それぞれの四分位範囲と救命救急センターの種別
を確認したところ、下図のようになった。 

 
これを見ると、応需率が高くなるにつれて高度救命

救急センターの割合は低くなり、地域救命救急セン

ターの割合が高くなることが明らかになった。 

 

なお、年間応需率が高い施設の所轄人口が少ないこ

とが示唆されたが、むしろ所轄人口当たりの重篤患

者数は応需率に正比例し、弱い相関を認めた。（r=0.

358）。 
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一方、救急科専門医の実数値、また、救命救急センタ

ー専属医師数とは負の相関を示しており、単純なマ

ンパワー不足によって応需率は規定されないことが

明らかになった。 

 

 

 

 

①救急患者の受け入れ決定に関する項目 

l 救命救急センターに対する消防機関からの搬

送受入要請への対応状況 の記録及び改善への
取組 

 

本項目は以下のように加点される。 

1点：救命救急センターに対する消防機関からの電話

による搬送受入要請について、受入れに至らなかっ

た場合の理由も含め対応記録を残し、応需率等を確

認している 

2点：上記に加え、応需状況（搬送件数、内訳、応需

率や不応需理由）について院内に公表するとともに、

院内の委員会で応需状況の改善等に向けた検討を実

施している 

3点：上記２つの内容に加え、調査対象年度の応需状
況について院外に公表するとともに、院外の委員会

（メディカルコントロール協議会等）で応需状況の

改善等に向けた検討を実施している 

上記の如く、応需率の多寡と、救命救急センターに対

する消防機関からの搬送受入要請への対応状況の記

録及び改善への取組については関連が明確でないこ

とが明らかになった。 

 

②救急外来診療(患者搬入時から入院または退院の

方針が決定し救急外来を退室するまで)に関する項

目 

l 救急外来のトリアージ機能 
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救急外来のトリアージ機能は、主に院内（救急外

来）において、観察・確認項目など緊急度を導く

ための基準（緊急度判定支援システム（JTAS）等）

を事前に定め、当該基準を用いたトリアージを

行う専任の看護師又は医師が配置されている場

合に評価の対象とされ、これが達成されている

場合には2点加算される。上記のように、応需率

が高い施設群において、救急外来のトリアージ
機能が整備されていることが明らかになった。 

 

l 内因性疾患への診療体制 

 

「内因性疾患への診療体制」とは、「循環器科」、「脳

神経科」及び「消化器科」の全ての診療体制 が整備
されていることを意味し、いずれかの診療体制が整

備されていない場合は診療体制が整備されていない

ものとして考えることとされている。なお、点数の定

義は以下である。 

１点：循環器科、脳神経科及び消化器科において夜

間・休日の院外オンコール体制が整備されているこ

とにより、循環器疾 患、脳神経疾患又は消化管出血

を疑う患者が搬送された時に、救急外来から診療を

依頼された診療科において迅速に診療できる体制に

なっている 

2点：循環器科、脳神経科及び消化器科の全ての診療

科の医師が院内に常時勤務していることにより、循
環器疾患、脳神経 疾患又は消化管出血を疑う患者が

搬送された時に、救急外来から診療を依頼された診

療科において迅速（来院から治療開始までに６０分）

に診療できる体制になっている。 

 これによると、内科的診療体制が充実していても

応需率は低く、少なくとも応需率に影響を与える可

能性は低いと考えられた。 

 

l 外因性疾患への診療体制 

 

外因性疾患への診療体制とは、「一般外科」、「脳神

経外科」及び「整形外科」の全ての診療体制が整備さ
れていることをいう。いずれかの診療体制が整備さ

れていない場合は診療体制が整備されていないもの

として考える。 

なお、外因性疾患への診療体制においても同様、下記

のように点数化されている。 

 

1点：一般外科、脳神経外科及び整形外科において夜

間・休日の院外オンコール体制が整備されているこ

とにより、外傷を疑う患者が搬送された時に、救急外

来から診療を依頼された診療科が迅速に診療できる

体制になっている 

2点：一般外科、脳神経外科及び整形外科の全ての診
療科の医師が院内に常時勤務していることにより、

外傷を疑う患者が搬送された時に、専従医師が診察

を行い、救急外来から診療を依頼された診療科が迅

速（来院から治療開始までに６０分）に診療できる体

制になっている 

 

これについても同様、診療体制が充実していること

と応需率の高低において正比例しなかった。 

 

以下、精神科医による診療体制、小児科医小児（外）

科医による診療体制、産（婦人）科医による診療体制

も同様、応需率との有意な相関は見られなかった。 
 

l 精神科医による診療体制（r＝‐0.112） 

l 小児（外）科医による診療体制（r＝0.035） 

l 産（婦人）科医による診療体制（r＝0.035） 
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③入院診療 

l 薬剤師の配置 

薬剤師の配置は、薬剤師が、平日の日勤帯に救

命救急センターに常時勤務している場合２点

が付与されるが、応需率との関連は乏しいこと

が明確になった。 

 

l 臨床工学技士の配置 

 

臨床工学技士の配置については、以下のように加点

されている。 

1点：臨床工学技士がオンコール体制などにより、緊

急透析や人工心肺（PCPSを含む）操作に常時対応でき

る 

2点：臨床工学技士が常時院内に待機しており、緊急

透析や人工心肺（PCPSを含む）操作に対応している。 
しかし、これについても応需率との関連は乏しいこ

とが明確になった。 

 

以下、同様に、相関係数を示す。 

 

 

 

 

l CT・MRI検査の体制（r＝‐0.005） 

２点：常時、初療室に隣接した検査室において、マル

チスライスCTが直ちに撮影可能であり、かつ、常時、

ＭＲＩが直ちに撮影可能である。 

 

l 手術室の体制（r＝-0.271） 

 

なお、そのほかの入院診療に関する項目におい

ても応需率とそれぞれの項目に関連性は見ら
れなかった。 

 

l 休日及び夜間勤務の適正化（r＝-0.200） 

l 院内急変への診療体制（r＝0.073） 

l 脳死判定及び臓器・組織提供のための整備等（r

＝0.059） 

l 救急医療領域の人生の最終段階における医療

の整備（r＝0.015） 

l 救急医療領域の虐待に関する整備（r＝0.110） 
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④転退院調整 

l 転院及び転棟の調整を行う者の配置 

 

『転院及び転棟の調整を行う者の配置』については、

以下のように加点されている。 

1点：院内外の連携を推進し、転院及び転棟の調整を

行う者が、救命救急センター専任として配置されて
いる。 

2点：院内外の連携を推進し、転院及び転棟の調整を

行う者が、平日の日勤帯に救命救急センターに常時

勤務している 

なお、「転院及び転棟の調整を行う者」とは、救命救

急センターに搬送等により来院した患者が他院や一

般病棟での診療が可能になった場合に、その患者の

転院及び転棟等に係る調整を専らの業務とするもの

を指す。 

これについても応需率との関連は直接的な関連が乏

しいことが明確になった。 

 
Ｄ．考察 

 三次救急医療を担う救命救急センターの整備につ

いて、従来、おおむね 100 万 人に１か所を目途に整

備を図ることとした基準が平成 19 年に廃止され、

地域の実情に沿った救命救急センターの整備がなさ

れることとなった。地域医療に即した救命救急セン

ターの整備が必要とされているゆえんである。 

しかし、コロナ禍において、救急応需率は低下し、

応需率のみならず、いわゆる搬送困難事案件数（選定

回数4回以上、あるいは現場滞在時間30分以上）の割

合も依然、年々増加している現状にある。 

救命救急センターの患者応需率を上げ、かつ搬送
困難事案を減らすことは、患者救命率の向上に向け

た方策として理に適っている。 

 応需率の多寡と救命救急センターの特性の関連性

を明らかにすることで、地域における救命救急セン

ター支援に資する要素を抽出するのが本研究のねら

いであった。 

 たとえば、昼夜におけるマンパワーの不足や、院内

診療体制の未整備等が単純に早期されたが、今回の

検討においては、少なくとも院内体制の人的物的充

実と応需率に有意な関連は見られなかった。 

むしろ、年間応需率が高い施設の所轄人口が少な

いことが明らかとなったことや、所轄人口当たりの
重篤患者数と応需率は比例していたことは興味深い。 

また、地域救命救急センターの応需率は、救命救急

センターや高度救命救急センターに比して高いこと

も明らかになった。さらには応需率の高い施設は救

急外来におけるトリアージ機能を整備している施設

が97.7％と多く、応需した救急患者の重症度を適切

に把握できていた可能性がある。 

 地域救命救急センターは、おおむね1時間以上を要

する医療圏にそのほかの救命救急センターが所在し、

専用病床数が10床程度の施設であり、常に患者を受

け入れることが要件として定められているものであ

る。地域救命救急センターの所在は地方部に多く、不
応需の際には患者搬送にさらに時間がかかる場合が

想定されることから、まさに救急医療の最後の砦と

なっていることが推測される。 

 専従医師も少なく、また十分な医療設備がない中

でも一時的にでも救急患者搬送依頼を応需し、しっ

かりと高度救命につないでいた点は大きく評価され

よう。 

一方、都心部に多い救命救急センター、高度救命救

急センターは近隣にほかの救命救急センターも存在

していることから、応需せずとも他の病院で応需し

てくれる、恵まれた環境にあることも否めない。 

特にコロナ禍で病床が満床であったことから救急
応需を断念せねばならなかった経験から、救急車応

需を断る抵抗感の低下、意識の低下があることも否

めない。 

特に都市部の救命救急センター、高度救命救急セ

ンターはたとえ病床に空きがなくとも、まずは一時

的に患者を初療目的に応需し、安定化させたのちに

他院救命救急センターに転送させることを是とする

認識を醸成し、かつインセンティブを与えることも

応需率を上昇させる方略となる。 

これについては、令和6年6月より施行された、救急

患者連携搬送料（Ｃ００４－２）に倣った方策が考慮

されるべきである。すなわち三次救急から二次救急
の下り搬送のみならず、三次救命施設間の病院間搬

送を含む連携を強化し、初期対応をした三次救命施

設にも入院料算定、あるいは連携搬送料を算定でき

る仕組みが望ましい。 

 

なお、今回の研究において、応需率の定義は「当該

救命救急センターで受入れに至った年間救急搬送件
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数」を「消防機関からの電話による搬送受入要請の年

間件数」で除したものであることから、本研究の解釈

には注意が必要である。すなわち、搬送受け入れ要請

と患者受け入れ人数のバランスを見ているだけであ

って、その背景にある患者重症度の程度や診療の専

門性の偏りなど、評価が求められる。 

 

Ｅ．結論 
本研究により、地域救命救急センターの応需率は

救命救急センターや高度救命救急センターの応需率

より高く、外来における重症度評価の適正化を行っ

ている施設において応需率は高かった。一方、救急専

従の医師数や院内の診療体制整備の強度とは大きな

相関は見られなかった。 

地域救命救急センターの理念にならい、まずは救

急患者を初療室で応需し、三次救急医療機関の間で

の情報共有と患者搬送を行うべく体制整備を行うこ

とで、応需率を高められる可能性がある。 
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1.総務庁消防庁 各消防本部からの救急搬送困難事

案に係る状況調査（抽出）の結果 令和4年12月  

coronavirus_kekka.pdf (fdma.go.jp) 

2.  令和4年中の救急搬送における医療機関の受入

状況等実態調査の結果 

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items

/post-134/03/sankou2.pdf  

3. 令和５年救命救急センター充実段階評価 
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A. 研究目的 

2019 年以降、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）の世界的流行に伴い、日本の救

急医療体制はこれまでにない大きな負荷と変

容を経験した。特に救急医療機関は、地域医

療の最後の砦として、通常の救急患者対応と

並行して COVID-19 患者への対応を余儀なく

され、多大な人的・物的資源を投入してきた。

しかし、COVID-19 の流行が一定の収束をみ

た現在においても、救急医療機関の救急患者

応需率は十分に回復しておらず、救急医療体

制の強靭化に向けた課題の整理と対策の立 

 

案が求められている。 

本分担研究においては、悉皆性を有する地

域データベースを活用し、特に二次救急医療

機関における病院前救護の状況および救急

搬送困難事案の実態解析を行った。 

 

B. 研究方法 

・研究デザインと対象 

本研究は、2016 年から 2023 年までの期間に

おけるレトロスペクティブ観察研究として実施し

た。対象は、大阪府救急搬送支援・情報収集・

集計分析システム（ORION：Osaka emergency 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行以降、日本の救急医療体制は大きな影響

を受けたままとなっている。特に二次救急医療機関における救急搬送困難事案の実態把握と

課題抽出は、救急医療体制強化に不可欠である。本研究では、大阪府の悉皆性を有する地

域データベース（ORION）を用いて、二次救急医療機関における救急搬送困難事案の実態と

その要因を明らかにした。2016年から 2023年までにORIONに登録された救急搬送患者のう

ち、三次救急対応が必要な重症例を除外し、二次救急医療機関で対応すべき患者を対象と

した。搬送困難事案は、現場滞在 30 分以上かつ医療機関決定までの電話 4 回以上と定義

し、発生割合や関連要因を解析した。対象 2,260,723 例中、搬送困難事案は 103,101 例

（4.6%）であった。COVID-19 流行以降、特に 2022 年には発生割合が従来の 3 倍以上に増

加した。曜日別では土日、時間帯別では深夜（0〜5 時台）に多く、事故種別では自損、加害、

火災、水難で高率であった。また、年齢階層別では高齢者（特に 90歳以上）の困難事案が増

加していた。COVID-19流行は救急搬送困難事案の大幅な増加をもたらし、特に深夜帯や高

齢者対応が課題として浮き彫りとなった。流行終息後も従来の水準まで搬送困難割合が回復

していない現状を踏まえてさらなる検討と対策が求められる。 

厚生労働科学研究費補助金 （地域医療基盤開発推進研究事業） 
分担研究報告書 

 

救急不応需の要因解析に関する研究 

 

研究分担者  織田 順  大阪大学大学院医学系研究科 教授 
研究協力者 片山祐介  大阪大学大学院医学系研究科 助教 
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information Research Intelligent Operation 

Network system）に記録された救急搬送患者と

した。ORION システムは、大阪府内の全ての

救急搬送事案に関する情報を収集・集計する

システムであり、病院前情報から医療機関到

着後の診療情報までを網羅したデータを有し

ている。 

・研究対象の定義 

本研究では、「二次救急医療機関が本来は

応需すべきであるが、応需しない・できない要

因を明らかにする」ことを目的とし、対象患者と

その定義を以下のように設定した。 

二次救急医療機関が対応すべき患者 

救急搬送全体から、三次救急医療機関での

対応が適切と考えられる重症患者を除外した

患者群とした。 

三次救急医療機関で対応すべき重症患者

の定義 

病院前評価において、以下のいずれかの重

篤な兆候を認める患者を三次救急医療機関

で対応すべき患者と定義した。 

 

項目  定義 

A, B（気道・呼吸） SpO₂ ≦ 90% 

C（循環） ショック（Shock Index ≧ 1） 

D（神経） 高度意識障害（GCS ≦ 8） 

E（体温） 高体温（≧ 40℃）または低体

温（≦ 30℃） 

これらの基準に該当しない患者を、原則とし

て二次救急医療機関が対応すべき患者と設

定した。 

搬送困難事案の定義 

搬送困難事案は、総務省消防庁の定義に

準拠し、以下の2つの条件をともに満たす事例

と定義した。 

1.現場滞在時間が 30分以上 

2.搬送先医療機関決定までに要した電話連

絡回数が 4回以上 

・データ解析 

ORION データベースに登録された救急搬

送患者の情報を用い、上記の定義に基づいて

対象患者を抽出した上で、救急搬送困難事案

の発生状況および関連する要因の解析を行っ

た。 

・倫理的配慮 

ORION データは、患者名、生年月日、住所

等の個人を特定し得る情報を含まない匿名化

データで構成されていることから、本研究にお

いては患者本人からのインフォームド・コンセ

ントの取得は不要とされた。研究実施にあたっ

ては、個人情報保護法および疫学研究に関す

る倫理指針に準拠し、個人情報保護に十分配

慮した。また、地域医療体制や個別医療機関

の状況に関する検討に際しても、医療機関が

特定されることのないよう十分に配慮し、デー

タの整理および解析を行った。 

 

C. 研究結果 

解析対象者を図 1に示す。2016年～2023年

に ORION に登録された救急搬送患者

3,829,830 例中、データ欠損がある例、三次救

急医療機関で対応すべき重症患者の定義に

当てはまる例を除外した結果、2,260723 例が

対象となった。搬送困難であった救急搬送患

者は 103,101例で 4.6%を占めた。 

年次ごとの搬送困難事例の発生割合(図 2)で

は、COVID-19 が流行しはじめた 2020 年から

蔓延した 2021年、2022年から五類指定となっ

た 2023 年にかけて、搬送困難割合が増加し、

2022 年には例年の 3 倍以上に達した。なおこ
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れを曜日別に見ると土曜日、日曜日で割合が

上昇していた(図 3)。時間帯で見ると 0 時～

5:59 までで他の時間帯よりも高い搬送困難発

生割合となっていた(図 4)。 

事故種別では、自損、加害、火災、水難で搬

送困難割合が高かった(図 5)。 

COVID-19 の流行前と後、2019 年までと 2020

年以降に分けて年齢階層を検討した(図 6)。ま

ずどの年齢階層でも搬送困難事案の発生が

増えていること、若年者の山に加えて、高齢者

における（特に 90 歳以上）搬送困難割合が増

加している事が明らかであった。 

 

D. 考察 

 本分担研究では救急搬送困難事例につい

て、、悉皆性のある解析を行うことができた。

2020年からの COVID-19流行・蔓延期には搬

送困難事案の割合が増加し、2022 年にはそ

れまでの 3 倍以上にも達していた。2016 年～

2019 年の間には救急搬送数が増加していた

にも関わらず 1)、搬送困難の発生割合は同程

度に抑えられていた。つまりこの時期には年々、

より多くの傷病者が非搬送困難事案として受け

入れられていた（ORION 登録事例では

153,243(2016), 200,362(2017), 268,769(2018), 

340,561(2019)）。特に 2019 年にはそれまでよ

り遙かに多い事例数が受け入れられていた。と

ころが、 2020 年以降は非搬送困難数は

298,859(2020), 285,214(2021), 301,695(2022), 

308,704(2023)と、むしろ 2019年よりも少ないが、

搬送困難の割合は大きくなり、2022 年には

2019 年以前の 3 倍以上となっていた。搬送困

難事例が多く発生する曜日や時間帯は、現場

の感覚と一致するものであったが、特に 0 時～

5 時 59 分の間では、救急搬送数が他の時間

帯より最も少ないにもかかわらず搬送困難割

合が最も多い点にはあらためて注目する必要

がある。 

COVID-19 流行後には、医療現場において救

急要請事案の年齢階層変化、特に若年者の

感染例や、高齢者の重症例の割合が増えたこ

とから、2019年以前と 2020年以降に分けて年

齢階層ごとに比較した。結果として、まずどの

年齢階層でも搬送困難事案の発生が増えて

いること、若年者の山に加えて、高齢者におけ

る（特に 90 歳以上）搬送困難割合が増加して

いる事が明らかであった。 

今年度は 2023 年までのデータを用いることが

できたため 2019 年までと 2020 年以降に分け

て検討した。現在、COVID-19 の流行から落ち

着いてなお必ずしも救急搬送困難事例が従来

の割合まで戻り（下がり）きっていないことが救

急需給上問題になっていることを考えて、来年

度の分担研究では 2024 年と、2019 年以前の

違いが何であるかという点を検討し考察したい。 

1) 大阪府ウェブサイト. 第７章 ５疾病５事業

の 医 療 体 制  第 ６ 節  救 急 医 療 .  

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/616

96/0706.pdf  Accessed on Apr 10, 2025. 

 

E. 結論 

COVID-19 流行・蔓延期には搬送困難事案の

割合が増加し、2022年にはそれまでの 3 倍以

上に達した。2016 年～2019 年の間には救急

搬送数は増加していたにも関わらず搬送困難

の発生割合は同程度に抑えられていたが、

2020年以降には搬送困難の割合は大きくなっ

ていった。土曜日日曜日、0 時台～5 時台で搬

送困難が多く発生していた。2020 年以降の年

齢別階層では若年者に一定の搬送困難のピ
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ークがあるが、加えて高齢者における（特に 90

歳以上）搬送困難割合が増加している事が明

らかであった。 

 

F. 研究発表 

1．論文発表 

なし 

2．学会発表 

なし 

 

G. 知的財産権の出願・登録情報 

なし 
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(図 1)対象症例 (2016-2023年に ORIONに登録された救急搬送患者より) 

 

 

 

  (図 2) 年次ごとの搬送困難事例の発生割合 
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(図 3) 曜日別に見た搬送困難の発生割合 

 

 

 

 

(図 4) 時間帯別に見た搬送困難の発生割合 
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(図 5)事故種別 
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(図 6) 年齢階層別(a:2019年まで、b:2020年以降)の搬送困難割合 

 

a: 2016～2019年    b: 2020～2023年 
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厚生労働行政推進調査事業 (地域医療基盤開発推進研究事業) 
救急応需率向上を目指した 効率的な救急医療提供体制の構築に資する研究 (24IA1301) 

研究代表者 大友康裕 
 
 

３次、２次救急医療機関応需率とDPCデータの関連性解析 
研究分担者 

田上 隆 日本医科大学医学部 救急医学分野 准教授 

 
A. 研究目的 
近年、救急医療体制の逼迫が深刻化する中

で、搬送困難事案の増加および救急応需率の
低下が顕在化している。特に、COVID-19パン
デミック後においても救急医療機関の応需体
制は十分に回復せず、地域医療提供体制の
強靱化が急務となっている。本研究は、DPC
（Diagnosis Procedure Combination）データと
救急搬送記録を統合的に活用し、病院到着前
から入院・転退院に至るまでの一連の医療提
供プロセスを俯瞰・分析することで、救急医療
の質の向上と政策提言につなげることを目的と
する。その第一段階として、DPCデータから救
急搬送患者のみを抽出・解析可能とする研究
基盤の構築に取り組んだ。 

 
B. 研究方法 

まず、本年度は、既存のDPCデータ抽出用
ツールである「DPCハッシュアプリ」の改修を行
った。DPCハッシュアプリは、本分担研究者で
ある田上隆によって開発されたものであり、医
療機関におけるDPCデータから研究対象症例
のみを抽出することができる。また、個人情報
を削除または暗号化（ハッシュ化）したうえで、1
症例1行のExcelファイルとして出力できる仕組
みも備える。これにより、匿名性を確保しつつ、
リアルワールドデータを安全かつ効率的に利
活用することが可能となる。従来は個人情報保
護や抽出作業の煩雑さが大きな障壁であった
が、本ツールにより、現場の医師でも迅速かつ
安全に症例データを収集・解析できる環境が
整備され、大規模な多施設共同研究や救急医
療体制の質的評価に資する基盤が提供される。 

しかし、従来のアプリケーションには、本研
究で将来活用される「救急車で搬送された症
例のみを抽出する機能」が存在せず、研究対
象を絞り込むことが困難であった。そこで本研
究では、DPCデータ内の入院経路情報を識別

し、スクリプトベースで柔軟な抽出条件を指定
できる検索モジュールを新たに開発・実装した。 
 
C. 研究結果 

改修後のDPCハッシュアプリVer.7.0により、

研究要旨： 

本研究は、逼迫する救急医療体制の実態把握とその改善に向け、DPC（Diagnosis Procedure 

Combination）データと救急搬送記録を統合的に活用し、救急医療提供体制の全体像を可視化・分

析することを目的とする。特に、COVID-19 パンデミック後も十分に回復しない救急応需体制に着目

し、搬送困難の構造的要因を明らかにすることで、質の高い救急医療の実現と政策提言に資する

知見を得ることを目指した。本年度はその基盤整備として、DPCデータから「救急車で搬送された症

例のみ」を抽出可能とする検索機能を備えた「DPC ハッシュアプリ Ver.7.0」の開発を行った。DPC

ハッシュアプリは、本分担研究者・田上隆が開発したデータ抽出ツールであり、DPC データから研

究対象症例を匿名化・整形し、安全かつ効率的に解析可能とするものである。今回の改修では、入

院経路情報を識別し、スクリプトベースで抽出条件を設定できる機能を追加した。その結果、救急

搬送症例を DPC データから高精度かつ自動的に抽出し、1 症例 1 行の構造化データとして出力す

ることが可能となった。この改良により、従来は困難であった救急搬送症例に限定した定量的デー

タ分析が現実的に実施可能な水準に到達した。 
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救急搬送症例の自動抽出と匿名化処理が可
能となった。 
新機能の実装により、DPCデータのうち、病

院前救護を経た搬送症例を効率的に選別・リ
スト化することができ、今後の大規模データ解
析のための技術的基盤が確立された。これに
より、これまで困難であった救急医療に関する
定量的分析が現実的なレベルで可能となった。 
 
D. 考察 

DPCハッシュアプリVer.7.0の開発により、救
急搬送症例に焦点を当てたデータ解析が可能
となった。これにより、今後は消防機関が保有
する救急搬送記録と医療機関側のDPCデータ
を突合させることで、搬送から治療、転退院に
至るまでの一連のプロセスを症例単位で可視
化・分析できる体制が整った。これにより、救急
医療の質評価、地域連携体制の実態把握、お
よび地域格差の分析が可能となる。 
来年度以降は、本アプリを用いて全国の救

急医療機関から収集された応需データとDPC
データを統合・解析し、地域別および施設別の
救急応需率の違いや構造的課題を明らかに
する予定である。また、消防庁が保有する搬送
困難事案データと医療機関側の診療データと
の突合を通じて、受入困難の具体的要因を定
量的に把握し、現行の救急医療体制における
ボトルネックを可視化することが期待される。 

さらに、搬送時の対応や初期治療の質と最
終的な予後との関連性について、統計的に検
討することも可能となる。これにより、救急医療
資源の最適配分、病院間連携体制の再設計、
医療従事者の業務負担軽減など、実効性のあ
る改善策の立案につながる。DPCデータと救

急搬送記録を統合的に活用する本研究は、質
の高い救急医療提供体制の構築と、将来的な
政策形成に資する科学的根拠の創出に向け
た重要な一歩となる。 
 
E. 結論 
本研究により、救急搬送症例を対象としたDPC
データの抽出・解析を可能とする基盤が整備さ
れた。今後は、搬送記録との突合を通じて、救
急医療体制の課題を可視化し、政策提言や医
療資源の最適配分に資する実証的研究へと
展開していく。 
 
 
Ｆ．健康危険情報 

 （分担研究報告書には記入せずに、総括 

  研究報告書にまとめて記入） 

 

Ｇ．研究発表 

 1.  論文発表：なし 

 2.  学会発表：なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 1. 特許取得：なし 

 2. 実用新案登録：なし 

 3.その他：なし 
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救急応需率向上を目指した効率的な救急医療提供体制の構築に資する研究 
代表研究者 大友康裕 （国立病院機構災害医療センター院長） 

 
病院前救護の現状と救急搬送困難事案の因子解析 

分担研究者 阿南英明 （地方独立行政法人神奈川県立病院機構理事長） 
 
研究要旨 
総務省消防庁の救急搬送人員データから救急搬送困難の地域間の課題を検討するために、

抽出可能な項目と、方法を検討した。救急搬送困難事例とは収容依頼件数が 4 回以上と定

義し、比較検討項目を、曜日・時間帯、年齢（小児・一般成人・高齢者）、重症度（重篤、

重症、中等症、軽症）、疾病分類（外傷、循環器、消化器、呼吸器、感覚系、泌尿器、新生

物、その他、症状徴候診断名不明確の状態）、収容調整時間（現着から現発）とした。地域

は、大都市群、地方都市群、過疎地域群の 3群に類型化し、群間で全体の搬送件数が同規模

になるように消防本部・局を選出して、各群の搬送困難事例を検討することにした。なお

COVID-19 の影響がない前期（2017～2019 年）と後期（2020～2022 年）に分けて検討す

る方針にした。いずれにしても、limitation が多く分析の解釈は慎重さが必要である。 
 

A. 研究目的 
救急搬送困難の発生状況は都市部と地方

部など地域特性が影響している可能性があ

る。地域特性の差と、様々な患者条件による

違いの影響を検討できるか否かを見極める

必要がある。こうした救急搬送困難事案の

課題を探るにあたって、総務省消防庁デー

タの適合性は不明である。どのような項目

を抽出可能か、どのような方法で検討する

ことが可能なのかを検討することを目的と

した。 
 
B.  研究方法 
1． 総務省消防庁に対して、2015 年から

2022 年までの全国消防本部（局）救急

搬送データの提供申請を行い、搬送困難

事例に影響する可能性を検討するため

に抽出できる項目と方法を検討した。 
2． 地域特性を比較するために地域の類型

化の方法として適正な分類を検討した。 
3． 比較にあたって地域間で大きく異なる

救急搬送件数の差異の取り扱いを検討

した。 
4． 2020 年以降発生した COVID-19 パン

デミックによる救急搬送需要増大の影

響の取り扱いを検討した。 
  
C. 研究結果 
１．搬送困難に影響する可能性が推測され

る項目と総務省消防庁「救急搬送人員デー

タ」から抽出できる情報とを突合して、項目

抽出が可能な項目を選定した。なお、精神疾

患及び周産期患者は領域特殊性が強いので

検討対象から除外する。 
①曜日・時間帯の差：搬送日時があるので、

カレンダー情報との突合で曜日は算出可能

である。 
②年齢の差：年齢情報があるので、小児・一
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般成人・高齢者の 3 群での比較が可能であ

る。 
③重症度：重篤、重症、中等症、軽症の分類

が可能である。 
④疾病分類：外傷、循環器、消化器、呼吸器、

感覚系、泌尿器、新生物、その他、症状徴候

診断名不明確の状態、に分類が可能である。 
⑤搬送先決定の調整時間：搬送困難に影響

する時間として現着から現発までの時間が

最も近似する。 
⑥困難事例とは：収容依頼件数が 4 回以上

を抽出する。 
２． 全令和６年度全国消防長会消防現勢デ

ータを基に、全国の消防本部・局を下記 3群
に分ける。 
 ①大都市群（人口 100万人以上 or人口密

度が 2000人/k㎡以上の本部） 
 ②地方都市群（人口 20万人以上 or人口

10～20万人 and人口密度が 200人/k㎡以
上） 
 ③過疎地域群（その他） 
３．比較にあたって、群間全体の搬送件数が

同規模になる消防本部・局を選出すること

で、搬送困難の発生比率の比較が可能にな

る。そこで、各群の搬送総数順に並べ、大都

市部において、合計の搬送件数が数万件程

度になるように、中央値から消防本部・局を

選択する。次に 3 群間の搬送総数の比率と

同程度になるように地方都市群、過疎地域

群の消防本部・局数を同様に選択する。各年

度によって、搬送件数の順位が変化しうる

ので、各群の消防本部・局を 2017 年におけ

るデータを基準委選定消防本部・局は固定

する。その上で、各群 3 年間における困難

事例を抽出する。 
４．COVID-19 の影響を見極めるために 

COVID-19 の影響がない前期：2017～2019
年と後期2020～2022年に分けて検討する。 
 
D. 考察 
地域特性は、人口が密集している都市部

とそうではない地方部、さらには地理的な

障壁が大きい島嶼地域などで大きく異なる。

そこで、地域を類型化するために厚生労働

省の地域医療構想の解析にも用いられてい

る 3 群での比較を採用することにした。し

かし、都市部とはいえ、東京 23区内のよう

な密集地域や昼夜間人口差が大きい地域な

どの特性や地方都市の県庁所在地とでは大

きな差異があることは容易に想像できる。 
総務省消防庁では毎年全国の消防本部・

局から救急搬送に関するデータを収集して

データベース化されている。本研究では、こ

れらのデータを用いて特に地域間の救急搬

送困難事例の課題を抽出することを試みる

ことにした。しかし、収集されているデータ

から地域特性の影響を分析するためには

様々な条件設定と抽出可能なデータと不可

能なデータの選別が必要であった。各種疾

病分類や重症度は多くの場合、救急医療機

関収容時点での状況に基づいた医師の記載

によるもので、正確な診断に基づいていな

い。特に傷病名が判明せず、「その他」や「症

状徴候診断名不明確の状態」に分類されて

いるものが多い。また搬送困難度合として

大きな意味合いを持つはずの、「医療機関へ

の連絡開始から決定までの時間」がデータ

上存在しないため、「現着から現発までの時

間」に近似させるしかない。さらに、地域の

搬送は救急医療体制の構築、運営の特性や

文化に大きく左右される。例えば、初期、二

次、三次救急医療体制や役割分担が明確で
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同一医療機関でも電話対応や対応する医療

スタッフなどが明確に区分されている場合

と、全く同一で対応する所謂「ER型救急」

が根付いた機関や地域では大きく異なる。

こうした差異があることを踏まえると、ど

の地域の消防データを抽出して比較するか

によって、結果も解釈も大きく異なる。特に

東京消防庁や横浜市消防局など巨大な消防

本部・局のデータが入るとその地域の特性

に大きく影響を受けることになる。こうし

たバイアスを回避するために、全国データ

の中から各群で搬送件数の中央値から前後

の本部・局を選定することを考えた。また、

どのような医療機関での対応なのかについ

て詳細な分析が必要であるが、総務省消防

庁データには最終受け入れ医療機関情報し

かなく、受け入れが困難であった医療機関

情報はないため、こうした解析は困難であ

る。 
このように limitation が多々ある中での

解析であり、救急搬送困難課題の抽出や傾

向の分析は慎重さが求められる。 
E．結語 
 総務省消防庁の全国救急搬送データから

救急反応困難状況の解析を試みるための条

件を検討した。 
 
F．健康危険情報 
なし 
 
G.研究発表 
１．論文発表 
〇小井土雄一,若井聡智,小谷聡司,阿南英明．

大規模ｲﾍﾞﾝﾄがやってくる！-安全な開催に

向けた備えと健康な地域社会の構築 テロ

対 策 の 最 前 線 ． 公 衆 衛 生 

2024.8.;88(8):803-814. 
〇阿南英明．都道府県連携協議会のはたす

役割と広域連携の実施に関する課題と可能

性 COVD-19対応の経験から考える．公衆

衛生 2024.5；88(5):475-480. 
〇阿南英明．９．神奈川県の健康危機対応体

制の構築の経験とこれから，先進医療

NAVIGATOR  COVID-19 の今後の課題

と次の新興感染症への対応．先進医療フォ

ーラム編, 日本医学出版．29-31 , 2024 	
〇阿南英明．Ⅸ災害医療 9 健康危機管理, 
改訂第 6版救急診療指針（下巻）,日本救急

医学会監修 東京 へるす出版 1266-1270；
2024 
２．学会発表 
〇阿南英明特別演題「健康危機管理と救急

医療の接点～化学テロ・新興感染症

（COVID-19）・地震災害（能登半島地震）

を振り返る～」第 38 回東北救急医学会総

会・学術集会・第 34回日本救急医学会東北

地方会 2024.6.22（秋田） 
  
〇阿南英明 特別演題「健康危機管理と臨

床検査学～COVID-19 や能登半島地震を通

して～」第 33回神奈川県臨床検査医学会大

会 2024.6.8（横浜）   
〇小谷聡司､阿南英明､小井土雄一.令和 6 年

能登半島地震における DMAT 派遣状況か

ら見える今後の DMAT 派遣戦略について,
第 27 回日本臨床救急医学会学術集

会,2024.7.19(鹿児島) 
〇阿南英明  近藤久禎 山崎元靖 高橋

礼子 小井土雄一 「病院機構評価群 Ver4
による病院の被災状況の評価と対応の標準

化」DMAT20周年シンポジウム DMAT活
動の変遷～病院・施設の機能評価 ～ 第 30
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回日本 災 害 医 学会総会・ 学術集会 

2025.3.6（名古屋）〇阿南英明 「化学テロ

対応の根本的転換と神経剤解毒剤自動注射

器の導入」（シンポジウム） 地下鉄サリン事

件から 30 年～医療のテロ・CBERN対策は

どう変わったか～第 30 回日本災害医学会

総会・学術集会 2025.3.８（名古屋）  
 〇阿南英明  高橋栄治 嶋村文彦 大友

康裕 「人命救助の目的達成のための

CBRNE 災害におけるトリアージ改変」（パ

ネルディスカッション） 災害のこれまでと

これからを考える～トリアージ～第 30 回

日本災害医学会総会・学術集会 2025.3.6
（名古屋）  
 〇阿南英明「感染症災害における倫理的課

題」（ELSI 検討委員会企画） 災害時の

ELSI：倫理的・法的・社会的課題と向き合

う（ ELSI検討委員会）第 30回日本災害医

学会総会・学術集会 2025.3.8（名古屋） 
 
H．知的財産権の出願・登録状況 
なし    
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厚生労働行政推進調査事業  (地域医療基盤開発推進研究事業) 

救急応需率向上を目指した 効率的な救急医療提供体制の構築に資する研究 (24IA1301) 

研究代表者 大友康裕 

 

救急医療機関応需率と救急の出口問題に関わるIndicatorの関連性分析 

   

研究分担者 

横堀將司 日本医科大学大学院医学研究科 救急医学分野 教授 

山勢 博彰 日本医科大学 医学部 特任教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ａ．研究目的 

急速な人口高齢化とそれに伴う疾病構造の変化

を背景に、救急医療に対する需要は増大かつ多様

化の一途をたどっている。特に、複数の基礎疾患

を有する高齢者の救急搬送事例が増加しており、

救急医療現場の負担は質・量ともに深刻化してい

る。このような状況下において、持続可能な救急

医療体制の確保は喫緊の課題であるが、近年、救

急医療機関応需率の低下が重要な問題として顕在

化している。これは患者の生命予後にも直結しう

る重大な問題であり、その要因解明と対策が急務

とされている。 

応需率の低下は、個々の医療機関の受入方針の

みならず、より構造的な問題に起因することが指

摘されている。その根幹をなす要因として、「救

急医療における出口問題」が考えられる。これ

は、救急外来での初期診療後、あるいは入院加療

を終えた患者が、後方病床や連携先の医療機関、

介護施設等へ円滑に移行できず、急性期病床に滞

留する現象を指す。 

この出口問題は急性期病床の逼迫、すなわちベ

ッドブロックを惹起し、結果として医療機関が新

たな救急患者を受け入れるための物理的・人的資

源を枯渇させる。換言すれば、救急医療の「フロ

ントエンド（入口）」の機能不全が、主として

「バックエンド（出口）」の円滑な機能の欠如に

起因するという構造的課題である。 

応需率の改善を企図するためには、応需率とい

う単一の結果指標を追跡するのみでは不十分であ

り、その背景にある出口問題実態を客観的指標

（Indicator）を用いて定量的に評価し、両者の

因果関係を明らかにすることが不可欠である。 

そこで本研究の目的は、救急医療における応需

率と出口問題に関連する指標との間の関連性を統

計的に分析することにある。これにより、応需率

改善に資する効果的な政策介入や、各医療機関に

おける診療体制最適化の基盤となる科学的知見を

得ることを目指すものである。 

 

Ｂ．研究方法 

『令和５年救命救急センターの充実段階評価』オ

ープンデータを用い、それぞれの救命センターの特

性を抽出した。またそれぞれの施設応需率において
は、厚生労働省医政局 地域医療計画課よりデータ

の供出をいただいた。 

なお、三次救急医療機関を担う施設として、全国

の救命救急センター304施設のデータを確認し、施

設概要と応需率の関連について精査した。なお「応

需率」とは、「当該救命救急センターで受入れに至

った年間救急搬送件数」を「消防機関から の電話

による搬送受入要請の年間件数」で除したものをい

う。また、地域救命救急センター、高度救命救急セ

ンターは救命救急センターに含まれるが、ここでい

う救命救急センターとは全救命救急センターから

地域救命救急センターと高度救命救急センターを
除いたものとする。 

 

 

【施設内訳】  

・地域救命救急センター 19施設 

・救命救急センター 238施設 

・高度救命救急センター 47施設 

また、救急医療の出口問題に直接的、あるいは間接

的に関係する項目として、救命センター充実度評価

の項目より、以下を設定した。 

研究要旨： 

本邦における救急医療機関の応需率低下は喫緊の課題であり、その要因として治療後の患者の転院・退院

調整が滞る「出口問題」が指摘されている。本研究の目的は、救命救急センターの応需率と出口問題に関

連する指標との関連性を統計的に明らかにすることである。全国 304 施設の救命救急センターを対象と

し、『令和 5 年救命救急センターの充実段階評価』の公開データを用いた横断研究を実施した。目的変数

を「応需率」とし、出口問題の代理指標として「転院及び転棟の調整を行う者の配置」「医師事務作業補

助者の配置」「救急医療領域の人生の最終段階における医療の整備」の 3項目との関連を分析した。 

応需率の中央値は、「転院及び転棟の調整を行う者の配置」および「医師事務作業補助者の配置」の有

無との間に明確な関連を認めなかった。一方、「救急医療領域の人生の最終段階における医療の整備」を

行っている施設群（中央値 87.5%）は、行っていない施設群（中央値 84.0%）と比較して、応需率が高い

傾向を示した。 

救命救急センターにおける応需率の改善には、単純な人員配置よりも、終末期医療の整備を通じて無

為な急性期医療を抑制し、病床の利用を適正化する体制構築が有効な方策の一つである可能性が示唆さ

れた。 



 

 

 

34  

 

①転院及び転棟の調整を行う者の配置 

・院内外の連携を推進し、転院及び転棟の調整を行

う者が、救命救急センター専任として配置されてい

る：1点 

・院内外の連携を推進し、転院及び転棟の調整を行

う者が、平日の日勤帯に救命救急センターに常時勤

務している：２点 

 

②医師事務作業補助者の有無 

・医師事務作業補助者が、平日の日勤帯に、救命救

急センターに専従で確保されている：１点  
・医師事務作業補助者が、常時、救命救急センター

に専従で確保されている：２点 

 

③救急医療領域の人生の最終段階に おける医療の

整備 

・明文化された基準・手順が整備され、多職種によ

る患者・家族等の意向を尊重した対応が行われてい

る：２点 

 

 

Ｃ．研究結果 

①転院及び転棟の調整を行う者の配置 
・院内外の連携を推進し、転院及び転棟の調整を行

う者が、救命救急センター専任として配置されてい

る施設（１点群）、院内外の連携を推進し、転院及

び転棟の調整を行う者が、平日の日勤帯に救命救急

センターに常時勤務している施設（２点群）と、全

く上記を配置していない施設（０点群）の三群にお

いて応需率の中央値を比較した。 

 

０点群（n=4）：中央値 96.5%  

１点群（n=114）：中央値 88.0% （IQR 20.0％） 

２点群（n=186）：中央値 86.0% （IQR 24.0％） 

 
転院調整を行う体制の強弱と応需率について、差異

はなかった。 

 

 

 

②医師事務作業補助者の有無 

・医師事務作業補助者が、平日の日勤帯に、救命救

急センターに専従で確保されている（１点群） 、医

師事務作業補助者が、常時、救命救急センターに専

従で確保されている（２点群）と医療事務作業補助

者を配置していない施設（0点群）を比較した。 

 

０点群（n=63）：中央値 90.0% （IQR 19.8％） 

１点群（n=211）：中央値 84.0% （IQR 22.0％） 

２点群（n=30）：中央値 91.5% （IQR 30.0％） 

 

特に、医師事務作業補助者の存在の有無で比較し

てみると、 

０点群（n=63）：中央値 90.0% （IQR 19.8％） 

１－2点群（n=241）：中央値 84.0% （IQR 22.
3％） 

となった。 

 
 

 

③救急医療領域の人生の最終段階における医療の

整備 

明文化された基準・手順が整備され、多職種によ

る患者・家族等の意向を尊重した対応が行われて

いる施設（２点群）とそうでない施設（0点群）を

比較した。 

 

０点群（n=27）：中央値 84.0% （IQR 21.0％） 

２点群（n=277）：中央値 87.5% （IQR 22.3％） 
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Ⅾ. 考察 

今回、患者の出口問題にかかわる、救命救急セン

ター充実段階評価のIndicatorと実際の応需率を比

較し検討した。 

 転院及び転棟の調整を行う者の配置については、

全国304施設の救命救急センターのうち、未整備の

施設はわずか4施設であった。その他の施設、すな

わち転院調整を行うものが選任されている施設、あ
るいは平日の日勤帯に救命救急センターに常時勤

務している施設との比較において、おおむね患者の

応需率に差異はなかった。 

これは、転院調整をおこなう職員が常時救命救急

センターに勤務していても、医師のタスクシフトに

は関連しつつも、転院の促進には直接的に繋がって

いない可能性が示唆された。 

すなわち、より即時性、正確性が高い情報共有、

つまり医師同士の電話による情報共有など、よりタ

イムリーな病院間の情報共有を推進したほうが、患

者の転院決定までに費やす日数を減らせるのでは

ないかと考える。 
一方、近年では、ICTを用いた、即時的な臨床情報

の共有が可能なツールも多く使用されるようにな

っており、病院間の情報共有が容易になっているこ

とからも、転院及び転棟の調整を行う者の先任によ

る配置もその意義が薄れているのかもしれない。 

令和6年より、救急患者連携搬送料、すなわち、救

命救急センターでの初期診療を実施し、連携する他

の保険医療機関において入院医療を提供すること

が適当と判断した上で、当該他の保険医療機関にお

いて入院医療を提供する目的で転院搬送を行った

場合に算定することができる診療報酬制度が開始

されている。 
この要件の中には、 

・救急患者の転院体制について、連携する他の保険

医療機関等との間であらかじめ協議を行っている

こと 

・連携する他の保険医療機関へ搬送を行った患者

の臨床経過について、転院搬送先の保険医療機関か

ら診療情報の提供が可能な体制が整備されている

こと 

・連携する他の保険医療機関へ搬送した患者の病

状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保して

いること 

が定められており、二次救急医療機関と三次救急医

療機関の更なる密な情報共有が求められている。 

 今後はこの搬送料の算定回数と応需率の関係に

ついてもその相関性について注視する必要がある。 

 

医師事務作業補助者の存在と応需率の関係につ

いても、医師事務作業補助者の存在や、関与の度合

いが直接的に応需率に関連しているとは言い難い

結果となった。 

医師事務作業補助者の業務は、以下のように規定
されている。 

① 診療録等の代行入力 

② 各種書類の記載 

③ 医師が診察をする前に、医療機関の定めた定

型の問診票等を用いて、診察する医師以外の者が患

者の病歴や症状などを聴取する業務  

④ 日常的に行われる検査に関する定型的な説明、

同意書の受領 

⑤ 入院時のオリエンテーション（医師等から入

院に関する医学的な説明を受けた後入院時のオリ

エンテーション（医師等から入院に関する医 学的

な説明を受けた後の患者又はその家族等に対し、療
養上の規則等の入院時の案内を行い、入院誓約書の

患者又はその家族等に対し、 療養上の規則等の入

院時の案内を行い、入院誓約書等の同意書を受領）

等の同意書を受領）  

⑥ 院内での患者移送・誘導  

⑦ 症例実績や各種臨床データの整理 

 

この中では、診療情報提供書の記載、すなわち上

記②が、転院業務に関わるものと考えられるが、医

師事務作業補助者が行う業務は多岐にわたり、患者

の転院促進に資する業務へのエフォートが少ない

可能性がある。 
医師事務作業補助者の雇用は医師の働き方改革

においても重要な意味を持つが、救急患者の応需率

上昇のためには、医師の働き方を改善させる以外の

更なる活用の工夫が必要であろう。 

 

救急医療領域の人生の最終段階における医療の

整備において、明文化された基準・手順が整備され、

多職種による患者・家族等の意向を尊重した対応が

行われている施設は、そうでない施設（0点群）と比

して、応需率が高い傾向が見られた。これは、終末

期の議論を患者や患者家族、さらには医療者が共有

し、終末期治療への適切な対応を行うことにより、
ＩＣＵにおける治療期間の適正化が図られ、患者在

院日数が長引かず、応需率が高くなる可能性がある

のかもしれない。 

近年、我が国では終末期医療の理解が進みつつあ

る。今回のデータが示すように、全国の救命救急セ

ンターの9割の施設が人生の最終段階における医療

において、明文化された基準・手順を整備している。 

我が国では、10年前に日本救急医学会、日本集中

治療医学会、日本循環器学会が中心となり、終末期
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ガイドラインを作成したが、現在、新たに緩和ケア

を専門とする日本緩和医療学会が加わり、4学会合

同の指針として改訂作業をすすめている。この中で

は、患者が回復するか確認するために期間を決めて

根治治療を試みる「タイム・リミテッド・トライア

ル」と呼ばれる手法も議論され、終末期集中治療の

適正化が図られる予定である。患者の回復の有無を

的確に判断し、無為で過剰な急性期医療を抑える体

制を構築することも、今後の応需率上昇のためには

整備すべき方略の一つであると考える。 

 

Ｅ．結論 
本研究により、救命救急センターの応需率は転院

及び転棟の調整を行う者の配置や医師事務作業補

助者の配置と関連が乏しいことが明確となった。一

方、終末期医療の整備を行っている施設は応需率が

高い傾向が見られたことから、患者の回復の有無を

的確に判断し、無為で過剰な急性期医療を抑える体

制を構築することも、今後の応需率上昇のためには

整備すべき方略の一つであるといえる。 
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